
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号

発
電
用
風
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
発
電
用
風
力
設
備

に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
五
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

（
適
用
範
囲
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
風
力
を
原
動
力
と
し
て
電
気
を
発
生
す
る
た
め
に
施
設
す
る
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
適
用

す
る
。

２
　
前
項
の
電
気
工
作
物
と
は
、
一
般
用
電
気
工
作
物
及
び
事
業
用
電
気
工
作
物
を
い
う
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七

号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
取
扱
者
以
外
の
者
に
対
す
る
危
険
防
止
措
置
）

第
三
条
　
風
力
発
電
所
を
施
設
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
取
扱
者
以
外
の
者
に
見
や
す
い
箇
所
に
風
車
が
危
険
で
あ
る

旨
を
表
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
者
が
容
易
に
接
近
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
発
電
用
風
力
設
備
が
一
般
用
電
気
工
作
物
又
は
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定

は
、
同
項
中
「
風
力
発
電
所
」
と
あ
る
の
は
「
発
電
用
風
力
設
備
」
と
、
「
当
該
者
が
容
易
に
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
者
が
容
易
に
風
車
に
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
風
車
）

第
四
条
　
風
車
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
負
荷
を
遮
断
し
た
と
き
の

大
速
度
に
対
し
、
構
造
上
安
全
で
あ
る
こ
と
。

二
　
風
圧
に
対
し
て
構
造
上
安
全
で
あ
る
こ
と
。

三
　
運
転
中
に
風
車
に
損
傷
を
与
え
る
よ
う
な
振
動
が
な
い
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と
。

四
　
通
常
想
定
さ
れ
る

大
風
速
に
お
い
て
も
取
扱
者
の
意
図
に
反
し
て
風
車
が
起
動
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

施
設
す
る
こ
と
。

五
　
運
転
中
に
他
の
工
作
物
、
植
物
等
に
接
触
し
な
い
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と
。

（
風
車
の
安
全
な
状
態
の
確
保
）

第
五
条
　
風
車
は
、
次
の
各
号
の
場
合
に
安
全
か
つ
自
動
的
に
停
止
す
る
よ
う
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
回
転
速
度
が
著
し
く
上
昇
し
た
場
合

二
　
風
車
の
制
御
装
置
の
機
能
が
著
し
く
低
下
し
た
場
合

２
　
発
電
用
風
力
設
備
が
一
般
用
電
気
工
作
物
又
は
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定

は
、
同
項
中
「
安
全
か
つ
自
動
的
に
停
止
す
る
よ
う
な
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
安
全
な
状
態
を
確
保
す
る
よ
う
な

措
置
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　

高
部
の
地
表
か
ら
の
高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
発
電
用
風
力
設
備
に
は
、
雷
撃
か
ら
風
車
を
保
護
す

る
よ
う
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
周
囲
の
状
況
に
よ
っ
て
雷
撃
が
風
車
を
損
傷
す
る
お
そ

れ
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
圧
油
装
置
及
び
圧
縮
空
気
装
置
の
危
険
の
防
止
）

第
六
条
　
発
電
用
風
力
設
備
と
し
て
使
用
す
る
圧
油
装
置
及
び
圧
縮
空
気
装
置
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施
設
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
圧
油
タ
ン
ク
及
び
空
気
タ
ン
ク
の
材
料
及
び
構
造
は
、

高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
に
耐
え
、
か
つ
、
安

全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
圧
油
タ
ン
ク
及
び
空
気
タ
ン
ク
は
、
耐
食
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
圧
力
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
圧
力
が

高
使
用
圧
力
に
到
達
す
る
以
前
に
当
該
圧
力
を
低
下
さ

せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
圧
油
タ
ン
ク
の
油
圧
又
は
空
気
タ
ン
ク
の
空
気
圧
が
低
下
し
た
場
合
に
圧
力
を
自
動
的
に
回
復
さ
せ
る
機
能

を
有
す
る
こ
と
。

五
　
異
常
な
圧
力
を
早
期
に
検
知
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

（
風
車
を
支
持
す
る
工
作
物
）

第
七
条
　
風
車
を
支
持
す
る
工
作
物
は
、
自
重
、
積
載
荷
重
、
積
雪
及
び
風
圧
並
び
に
地
震
そ
の
他
の
振
動
及
び
衝

撃
に
対
し
て
構
造
上
安
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
発
電
用
風
力
設
備
が
一
般
用
電
気
工
作
物
又
は
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
風
車
を
支
持

す
る
工
作
物
に
取
扱
者
以
外
の
者
が
容
易
に
登
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

（
公
害
等
の
防
止
）

第
八
条
　
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
第
十
九
条
第

十
一
項
及
び
第
十
三
項
の
規
定
は
、
風
力
発
電
所
に
設
置
す
る
発
電
用
風
力
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
発
電
用
風
力
設
備
が
一
般
用
電
気
工
作
物
又
は
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定

は
、
同
項
中
「
第
十
九
条
第
十
一
項
及
び
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
第
十
三
項
」
と
、
「
風
力
発
電

所
に
設
置
す
る
発
電
用
風
力
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
発
電
用
風
力
設
備
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も
の
と
す

る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
施
設
し
、
又
は
施
設
に
着
手
し
た
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、

又
は
設
置
の
た
め
の
工
事
に
着
手
し
て
い
る
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
一
八
日
経
済
産
業
省
令
第
六
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附

則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
一
四
日
経
済
産
業
省
令
第
九
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
四
号
）
附
則
第
一
条

第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
三
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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